
第

1938

号

(2－2）

R

～/、／、一

AS
リーダァスクラブ

1994年1月6日創刊・毎日発行

リーダァスクラブFAXニュース

(2001年)平成13年 11月26日月曜日

大阪市中央区平野町3－1-10Tel:06-6209-7678

株式会社FPシミユレーシヨン編集発行人:税理士三輪厚二Fa×:06-6209-8145発行所

△ 法人の黒字申告割合は微増

Q ●
。 法人税の申告状況等が発表されたよう

ですが、黒字申告の割合はどれくらいでしよ

うか。

A:黒字申告割合は31.1%で、前年度に比

べて0.4ポイントの上昇となっています。

【解説】

国税庁はこのほど、平成12事務年度（平成

12年7月～平成13年6月）の法人税課税事績を

とりまとめました ◎

それによると、平成12事務年度末現在の法

人数は288万5千法人（前事務年度末285万5千

法人）、申告件数は270万'千件（前事務年度

268万'千件）となっています。黒字申告割合

は31．1％（同30.7％）で、0．4ポイントの上

昇です。申告所得金額は42兆6,925億円（同

38兆932億円）で、黒字申告1件当たりの所得

金額は5,037万円（同4,598万円）となってい

ます。一方、欠損金額は27兆1,916億円（同

29兆2,331億円）で、赤字申告1件当たりでみ

ると1,439万円（同1,549万円）となっており、

赤字幅は2年連続してやや縮小の傾向にあり

ます。

また、実地調査の状況も公表されています。

平成12事務年度は14万3千件（同16万6千件）

について実地調査が行われ、その結果、何ら

かの非違があったのは10万4千件（同12万2千

件）でした。なお、赤字法人に対して行われ

た4万7千件の調査のうち、7千件については

調査により黒字であることが判明しています。


